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○みやこ町地域生活支援事業実施要綱 

平成２６年５月７日 

告示第２６号 

改正 平成２７年１１月４日告示第７０号 

平成２８年４月１日告示第５４号 

平成２９年３月２９日告示第１８号 

令和２年３月１８日告示第３０号 

みやこ町地域生活支援事業実施要綱（平成１８年みやこ町告示第１４４号）の全部を

改正する。 
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第１６章 巡回支援専門員整備事業（第９８条―第１０１条） 

第１７章 雑則（第１０２条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 
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第１条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第４条第１項に規定する障害者

及び同条第２項に規定する障害児（以下「障害者等」という。）が、自立した日常生

活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な

事業形態による事業を計画的実施することを目的とし、法第７７条の規定による地域

生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの当該各号に定

めるところによる。 

（１） 申請者 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者（配偶者、親権を

行う者、未成年後見人、成年後見人、保佐人、補助人その他の者で障害者等を現に

保護する者）をいう。 

（２） 利用者 利用の決定を受けた障害者等又はその保護者をいう。 

（事業内容） 

第３条 町長は、厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱（平成１８年８月１

日付け障発第０８０１００２号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知以下

「要綱」という。）に基づき、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むため

に必要な事業を行うものとし、次に掲げる事業を行うものとする。 

（１） 理解促進研修・啓発事業 

（２） 自発的活動支援事業 

（３） 相談支援事業 

（４） 成年後見制度利用支援事業 

（５） 成年後見制度法人後見支援事業 

（６） 意思疎通支援事業 

（７） 日常生活用具給付等事業 

（８） 手話奉仕員養成研修事業 

（９） 移動支援事業 

（１０） 地域活動支援センター事業 

（１１） 更生訓練費給付事業 

（１２） 日中一時支援事業 
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（１３） 身体障害者自動車改造助成事業 

（１４） 訪問入浴サービス事業 

（１５） 巡回支援専門員整備事業 

（事業の委託） 

第４条 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認め

る事業者に委託することができる。 

（委託を受けた者の責務） 

第５条 前条の規定により委託を受けた者は、この告示の趣旨を念頭に置き事業を実施

するとともに、その職務上知り得た秘密をほかに漏らしてはならない。 

第２章 理解促進研修・啓発事業 

（目的） 

第６条 障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる社会的障壁を除去するた

め、障害者等に対する理解を深める研修及び啓発を通じて地域住民への働きかけを強

化することにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。 

（内容） 

第７条 町が実施する地域社会の住民に対して障害者等に対する理解を深めるための

研修・啓発事業とする。 

（実施形式） 

第８条 実施に当たり、次の各号のいずれかの形式による方法で事業実施することがで

きる。 

（１） 教室等開催 障害特性を分かりやすく解説するとともに、手話介護等の実践、

障害特性に対応した福祉用具等の使用等を通じ、障害者等に対する理解を深めるた

めの教室等を開催する。 

（２） 事業所訪問 地域住民が、障害福祉サービス事業所等へ直接訪問する機会を

設け、職員や当事者と交流し、障害者等に対して必要な配慮、知識や理解を促す。 

（３） イベント開催 有識者による講演会や障害者等と実際にふれあうイベント等

に多くの住民が参加できるような形態により、障害者等に対する理解を深める。 

（４） 広報活動 障害別の接し方を解説したパンフレットやホームページの作成等

の障害者等に対する普及及び啓発を目的とした広報活動を実施する。 

（５） その他の形式 前各号に加え、事業の目的を達成するために町長が必要と認
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めるもの。 

第３章 自発的活動支援事業 

（目的） 

第９条 障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者等、

その家族、地域住民等による地域における自発的な取組を支援することにより、共生

社会の実現を図ることを目的とする。 

（内容） 

第１０条 障害者等やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援事業とす

る。 

（実施形式） 

第１１条 実施に当たり、次の各号のいずれかの形式による方法で実施する。 

（１） ピアサポート 障害者等やその家族が互いの悩みを共有することや、情報交

換のできる交流会活動を支援する。 

（２） 災害対策 障害者等を含めた地域における災害対策活動を支援する。 

（３） 孤独防止活動支援 地域で障害者等が孤立することがないよう見守り活動を

支援する。 

（４） 社会活動支援 障害者等が、仲間と話し合い、ボランティア等自分たちの権

利や自立のための社会に働きかける活動の支援や、障害者等に対する社会復帰活動

を支援する。 

（５） ボランティア活動支援 障害者等に対するボランティアの養成や活動を支援

する。 

（６） その他 前各号に加え、事業の目的を達成するために町長が必要と認めるも

の。 

第４章 相談支援事業 

（目的） 

第１２条 相談支援事業は、障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等から

の相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、

必要な支援を行うともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調

整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うこと。 

（内容） 
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第１３条 相談支援事業（以下この章において「業務」という。）は、障害者等からの

相談に応じ、必要な情報の提供、助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施す

るものとする。 

（１） 福祉サービスの利用援助に関する業務 

（２） 社会資源を活用するための支援に関する業務 

（３） 社会生活力を高めるために必要な援助に関する業務 

（４） ピアカウンセリングに関する業務 

（５） 権利擁護のために必要な援助に関する業務 

（６） 専門機関の紹介に関する業務 

（７） 京都郡地域自立支援協議会の運営等に関する業務 

（８） その他町長が特に必要と認める業務 

（京都郡自立支援協議会） 

第１４条 みやこ町及び苅田町は、業務をはじめとする地域の福祉に関するシステムづ

くりに関し、中核的な役割を果たす定期的協議の場として、地域自立支援協議会を設

置する。 

２ 京都郡地域自立支援協議会の運営その他必要な事項については、別に定める。 

（配置職員等） 

第１５条 事業者は、業務の実施に当たり、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相

談支援専門員又は介護支援専門員（以下「ソーシャルワーカー」という。）のいずれ

か１名以上を配置しなければならない。ただし、業務の実施に支障のない場合は、指

定相談支援事業者関係業務に従事することができる。 

２ 事業者は、特別な相談支援が必要なときは、ソーシャルワーカーに加えて、専門的

な知識を有する者のうち特別な相談に対処できる者を従事させなければならない。 

（遵守事項） 

第１６条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業者ごとに

従事者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。 

２ 事業者は、従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならな

い。 

３ 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連

絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 
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４ 事業者は、従事者、会計、利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し、サー

ビスを提供した日から５年間保存しなければならない。 

５ 事業者は、業務を行う事務所を交通利便の整った場所に設置しなければならない。 

（利用料） 

第１７条 この業務における相談者等の利用料は、無料とする。 

第５章 成年後見制度利用支援事業 

（みやこ町成年後見制度利用支援事業実施要綱の適用） 

第１８条 成年後見制度利用支援事業の実施については、みやこ町成年後見制度利用支

援事業実施要綱（平成２４年みやこ町告示第２８号。以下「成年後見制度要綱」とい

う。）を準用する。 

（対象者） 

第１９条 対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

（１） 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第２８条及び精神保健及び精

神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第５１条の１１の２の規

定に基づく者 

（２） 後見人等の報酬等必要となる経費の全部又は一部について、助成を受けなけ

れば成年後見制度の利用が困難であると認められる者。 

第６章 成年後見制度法人後見支援事業 

（目的） 

第２０条 成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保

できる体制を整備することで、障害者等の権利擁護を図ることを目的とする。 

（内容） 

第２１条 成年後見制度法人後見支援事業の内容については、次の各号に掲げるものと

する。 

（１） 法人後見実施のための研修 地域の実情に応じて、法人後見に要する運営体

制、財源確保、障害者等の権利擁護、後見監督人との連携手法等、市民後見人の活

用も含めた法人後見の業務を適正に行うために必要な知識、技能及び倫理が習得で

きる内容の研修カリキュラムを作成するものとする。 

（２） 法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築 法人後見の活用

のための地域の実態把握、法人後見推進のための検討会を実施するものとする。 
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（３） 法人後見の適正な活動のための支援 弁護士、司法書士、社会福祉士等の専

門職により、法人後見団体が困難事例等に円滑に対応できるための支援体制の構築、

法人後見を行う事業所の立ち上げ支援等を行うものとする。 

（対象者） 

第２２条 成年後見制度法人後見支援事業のうち法人後見実施のための研修の対象者

は、法人後見実施団体、法人後見を予定している団体とする。 

第７章 意思疎通支援事業 

（内容） 

第２３条 聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ること

に支障がある障害者等に、手話通訳、要約筆記等の方法により、障害者等とその他の

者の意思疎通を支援する手話通訳者、要約筆記者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑

化を図る。 

（対象者） 

第２４条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、町内に居住地を有する聴覚

障害者（児）等で、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害により、手話通訳者等

がいなければ、その他の者との円滑な意思疎通を図ることが困難であると町長が認め

た者。 

（申請） 

第２５条 申請者は、地域生活支援事業利用申請書（様式第１号）を町長に提出するも

のとする。 

（決定） 

第２６条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用

の可否を地域生活支援事業利用決定（却下）通知書（様式第２号）により申請者に通

知し、利用決定の場合は地域生活支援事業利用券（様式第３号）を交付するものとす

る。 

（変更の届出） 

第２７条 前条の規定により利用の決定を受けた利用者等は、第２５条に規定する申請

の内容に変更が生じたときは、地域生活支援事業利用変更届（様式第４号）を町長に

提出するものとする。 

（決定の取消し） 
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第２８条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第２６条に規定

する決定取り消すことができる。 

（１） 障害者等が第２４条に規定する対象者でなくなったとき。 

（２） 障害者等が死亡したとき。 

（３） その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。 

２ 町長は、前項の規定による取り消しを行うときは、地域生活支援事業利用取消通知

書（様式第５号）により利用者等に通知するものとする。 

（事業の費用） 

第２９条 この事業に係る費用は、当該事業に要する経費とする。 

（利用料） 

第３０条 この事業に係る利用料は、無料とする。 

第８章 日常生活用具給付等事業 

（目的） 

第３１条 障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与するこ

とにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。 

（品目及び対象者） 

第３２条 給付等の対象となる用具の品目及び対象者は、別表第１のとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、介護保険法（平成９年法律第１２３号）により、給付等

の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、対象者から除くものと

する。 

（住宅の改修の範囲及び給付要件） 

第３３条 居宅生活動作補助用具の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる用具の購

入費及び改修工事費とする。 

（１） 手すりの取り付け 

（２） 段差の解消 

（３） 滑り防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 

（４） 引き戸等への扉の取替え 

（５） 洋式便器等への便器の取替え 

（６） その他前各号に規定する住宅改修に附帯して必要となる住宅改修 

２ 当該住宅改修費の給付は、給付対象者が現に居住する住宅について行うもの（借家



9/24 

の場合は、家主の承諾を必要とする。）であり、かつ、身体の上場及び住宅の状況を

勘案して町長が必要と認める場合に行うものとする。 

（点字図書の給付対象及び限度） 

第３４条 点字図書の給付対象は、月刊、週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とす

る。 

２ 給付対象者１人につき、点字図書で年間６タイトル又は２４巻を限度とする。ただ

し、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。 

（申請） 

第３５条 申請者は、日常生活用具給付申請書（様式第６号）を町長に提出するものと

する。ただし、点字図書の申請書は、点字出版施設が発行する点字図書発行証明書（以

下「発行証明書」という。）を添えて申請しなければならない。 

２ 住宅改修費の申請者は、住宅改修費給付申請書（様式第６号の２）を町長に提出す

るものとする。 

（調査） 

第３６条 町長は、前条第１項の規定による申請を受理したときは、必要な調査を行い、

日常生活用具給付調査書（様式第７号）を作成し、給付等の要否を決定するものとす

る。 

２ 前条第２項の規定による申請を受理したときは、必要な調査等を行い、住宅改修費

給付調査書（様式第７号の２）を作成し、給付等の要否を決定するものとする。 

（決定） 

第３７条 町長は、前条第１項の調査により用具の給付等を決定したときは、日常生活

用具給付決定通知書（様式第８号）又は日常生活用具給付却下決定通知書（様式第９

号）により申請者に通知するものとする。 

２ 前条第２項の調査等により住宅改修費の給付等を決定したときは、住宅改修費給付

決定通知書（様式第８号の２）又は住宅改修費却下決定通知（様式第９号の２）によ

り申請者に通知するものとする。 

３ 第１項の規定により用具の給付等を決定したときは、日常生活用具給付券（様式第

１０号）を申請者に交付するものとする。 

４ 第２項の規定により住宅改修費の給付を決定したときは、住宅改修費給付券（様式

第１０号の２）を申請者に交付するものとする。 
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（用具の給付） 

第３８条 前条第１項の規定により用具の給付の決定を受けた障害者等又はその保護

者（以下「給付決定者等」という。）は、用具納入業者（以下「業者」という）に日

常生活用具給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。 

（費用の負担） 

第３９条 給付決定者等は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に支払うもの

とする。 

２ 前項の規定により支払う額（以下「費用負担額」という。）は、町民税課税世帯に

おいては１割、町民税非課税世帯においては０．５割、生活保護法（昭和２５年法律

第１４４号）に基づく生活扶助を受けている世帯においては無料とする。ただし、別

表第１に定める排泄管理支援用具に係る費用負担額については、町民税非課税世帯に

おいては無料とする。 

３ 町長は、災害その他特別な理由があると認めるときは、費用負担額を猶予し、又は

これを減額し、若しくは免除することができるものとする。 

４ 点字図書の給付を受けた者は、第２項の規定にかかわらず、発行証明書に記載され

ている自己負担額を点字図書の出版施設に支払うものとする。 

（業者への支払） 

第４０条 町長は、業者から用具の給付等に要した費用の請求があったときは、当該用

具の給付等に要した費用から全所の規定により給付決定者等が業者に支払った額を

控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別

表第１基準額の欄に定める額を限度額とする。 

（排泄
せつ

管理支援用具の特例） 

第４１条 町長は、障害者等の申請の手続の利便性を考慮し、排泄管理支援用具につい

ては、次のとおり給付券を一括交付することができる。 

（１） 暦月を単位として２箇月ごとに給付券１枚を交付すること。 

（２） 別表第１の基準額（月額）の範囲内で１箇月に必要とする排泄管理支援用具

に相当する額の２倍（２箇月分）の額を給付券１枚に記載して交付すること。 

（３） 給付券は、申請１回につき３枚（半年分）まで交付できること。 

（４） 第３９条に規定する費用の負担については、給付券１枚につき１箇月に必要

とする排泄管理支援用具に相当する給付額について行うこと。 
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（再給付等の決定） 

第４２条 町長は、すでに給付等を受けている用具と同一の用具の再申請に係る申請に

ついては、別表第１耐用年数の欄に掲げる年数を勘案の上、再給付等の決定を行うも

のとする。 

（譲渡等の禁止） 

第４３条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用、譲渡、

交換、貸し付け、及び担保に供してはならない。 

（費用及び用具の返還） 

第４４条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けた者があるとき、

又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要し

た費用の全部又は一部及び当該用具を返還させることができる。 

（台帳の整備） 

第４５条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付等台帳（様

式第１１号）を整備するものとする。 

第９章 手話奉仕員養成研修事業 

（目的） 

第４６条 手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者

を養成し、意思疎通を図ることに支障がある障害者等の自立した日常生活又は社会生

活を営むことができるようにすることを目的とする。 

（内容） 

第４７条 聴覚障害者等との交流活動の促進、町の広報活動等の支援者として期待され

る日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成研修する。 

第１０章 移動支援事業 

（目的） 

第４８条 障害者等の社会参加促進、家族の負担軽減を図るため、障害者等が外出する

際に付き添いための外出介護サービスの提供を行うことを目的とする。 

（対象者） 

第４９条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等であって、社会生活上必要

不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出に移動の支援の必要があると

町長が認めた者とする。 
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２ 通勤及び営業活動等に係る外出、通学等通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上

適当でない外出は除き、原則として１日の範囲内で用務を終えるものに限る。 

（申請） 

第５０条 申請者は、地域生活支援事業申請書（様式第１号）を町長に提出するものと

する。 

（決定） 

第５１条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用

の可否を地域生活支援事業利用決定（却下）通知書（様式第２号）により申請者に通

知し、利用決定の場合は地域生活支援事業利用券（様式第３号）を交付するものとす

る。 

（変更の届出） 

第５２条 前条の規定により利用の決定を受けた利用者等は、第５０条に規定する申請

の内容に変更が生じたときは、地域生活支援事業利用変更届（様式第４号）を町長に

提出するものとする。 

（決定の取消し） 

第５３条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第５１条に規定

する決定を取り消すことができる。 

（１） 障害者等が第４９条に規定する対象者でなくなったとき。 

（２） 障害者等が死亡したとき。 

（３） その他利用申請に際し、虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。 

２ 町長は、前項の規定による取り消しを行うときは、地域生活支援事業利用取消通知

書（様式第５号）により利用者等に通知するものとする。 

（事業の費用） 

第５４条 この事業に係る費用の算定方法は、次のとおりとする。 

（１） 身体介護を伴う場合 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要す

る費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第５２３号。以下「算

定基準」という。）に規定する居宅介護の通院介助（身体介護を伴う場合）が中心

である場合の例による算定単位数を所定単位数とする。 

（２） 身体介護を伴わない場合 算定基準に規定する居宅介護の通院介助（身体介
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護を伴わない場合）が中心である場合の例による算定単位数を所定単位数とする。 

２ 費用の額は、算定基準に基づき厚生労働大臣が定める一単位の単価に定める単価の

例による割合を所定単位数に乗じて得た額とする。 

（利用料） 

第５５条 利用者等が事業者に支払う利用料は、前条の規定により算定された費用の町

民税課税世帯においては１割、町民税非課税世帯及び生活保護法に基づく生活扶助を

受けている世帯においては無料とする。 

２ 町長は、災害その他特別な理由があると認めるときは、利用料を猶予し、又はこれ

を減額し、若しくは免除することができるものとする。 

第１１章 地域活動支援センター事業 

（目的） 

第５６条 地域活動支援センター事業（以下この章において「事業」という。）は、障

害者等に対し通所により、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促

進等の便宜を供与し、及びその機能の充実強化を図ることにより、障害者等の地域生

活支援の促進を図ることを目的とする。 

（内容） 

第５７条 事業は、基礎的事業及び選択事業により実施する。 

２ 基礎的事業とは、利用者に対し創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交

流の促進等地域の実情に応じた支援を行うものとする。 

３ 選択事業とは、前項に規定する基礎的事業の機能強化を図るため基礎的事業と併せ

て行うもので、次に定めるものをいう。 

（１） 地域活動支援センターⅠ型 精神保健福祉士その他の専門職員を配置し、医

療福祉及び地域社会の基盤との連携を図るための調整、地域住民ボランティア育成、

障害に対する理解促進を図るための普及啓発等を行う事業 

（２） 地域活動支援センターⅡ型 地域において雇用又は就労が困難な在宅の障害

者等に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを行う事業 

（３） 地域活動支援センターⅢ型 地域の障害者等のための援護対策として、地域

の障害者等で構成される団体等が実施する通所による援護事業 

（対象者） 

第５８条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等とする。 
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（利用の申請） 

第５９条 事業を利用しようとする障害者等は、地域生活支援事業利用申請書（様式第

１号）を町長に提出しなければならない。 

（利用の決定通知） 

第６０条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用

の可否を決定し、地域生活支援事業利用決定（却下）通知書（様式第２号）により、

申請者に通知し、利用決定の場合は、地域生活支援事業利用券（様式第３号）を交付

するものとする。 

（実施事業者） 

第６１条 地域活動支援センターの実施事業者は、法人又は公益的団体で、町長が認め

るものとする。 

２ 地域活動支援センターの実施事業者は、利用者との間に利用に関する契約を締結し

なければならない。 

（事業の費用） 

第６２条 この事業に係る費用は、別表第２に定める単価とする。 

（利用料） 

第６３条 利用者が支払う利用料は、別表第２により算出された費用の町民税課税世帯

においては１割、町民税非課税世帯においては０．５割、生活保護法に基づく生活扶

助を受けている世帯においては無料とする。ただし、１０円未満の端数が生じた場合

は、これを切り捨てるものとする。 

２ 町長は、災害その他特別な理由があると認めるときは、利用料を猶予し、又はこれ

を減額し、若しくは免除することができる。 

３ 利用対象者は、地域活動支援センター内での飲食物費、日用品費その他個人に係る

実費を負担しなければならない。 

４ 利用対象者は、第１項に規定する利用料を、サービスを利用した際に事業者に支払

わなければならない。 

第１２章 更生訓練費給付事業 

（対象者） 

第６４条 事業の対象者は、法第５条第１３項に規定する自立訓練事業又は同条第１４

項に規定する就労移行支援事業を利用している者のうち更生訓練を受けている者と
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する。ただし、法に基づく利用者負担額が生じない者に限る。 

（申請） 

第６５条 申請者は、更生訓練を受けた月分について翌月の１０日までに、更生訓練費

支給申請書（様式第１２号）に当該訓練日数等についての施設の長の証明を付して、

町長に申請しなければならない。 

（決定） 

第６６条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、利用の

可否を決定したときは、更生訓練費支給決定（却下）通知書（様式第１３号）により

申請者に通知するものとする。 

（利用の代理受領等） 

第６７条 前条の規定により支給の決定を受けた者（以下「支給決定者」という。）は、

更生訓練費の支給申請手続及びその受領を更生訓練を行う施設の長（以下「施設長」

という。）に委任することができるものとする。この場合において、施設長は、支給

決定者から支給申請手続及び受領に関する委任状を徴収しなければならない。 

２ 前項の申請は、更生訓練費支給申請書（施設用）（様式第１４号）により行うもの

とする。 

（利用の取消し） 

第６８条 町長は、支給決定者が次の各号のいずれかに核当するときは、第６６条の規

定による利用決定を取り消すことができる。 

（１） 障害者等が第６４条に規定する対象者でなくなったとき。 

（２） 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたことが判明したとき。 

（３） その他町長が利用を不適当と認めたとき。 

（支給額） 

第６９条 更生訓練の支給月額は、別表第３に定める訓練のための経費及び通所のため

の経費を合算し、町長が認めた額とする。 

第１３章 日中一時支援事業 

（対象者） 

第７０条 日中一時支援事業（以下この章において「事業」という。）の対象者は、町

内に居住地を有する障害者等とし、日中において監護する者がいないため、障害者等

の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な見守り等の
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支援が必要と町長が認めた者とする。 

（申請） 

第７１条 申請者は、地域生活支援事業利用申請書（様式第１号）を町長に提出するも

のとする。 

（決定） 

第７２条 町長は、前条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の

可否を地域生活支援事業利用決定（却下）通知書（様式第２号）により申請者に通知

し、利用決定の場合は地域生活支援事業利用券（様式第３号）を交付するものとする。 

（変更の届出） 

第７３条 前条の規定により利用の決定を受けた利用者等は、第７１条に規定する申請

の内容に変更が生じたときは、地域生活支援事業利用変更届（様式第４号）を町長に

提出するものとする。 

（決定の取消し） 

第７４条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第７２条に規定

する決定を取り消すことができる。 

（１） 障害者等が第７０条に規定する対象者でなくなったとき。 

（２） 障害者等が死亡したとき。 

（３） その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。 

２ 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、地域生活支援事業利用取消通知書

（様式第５号）により利用者等に通知するものとする。 

（事業の費用） 

第７５条 この事業に係る費用の算定方法は、次のとおりとする。 

（１） 所要時間４時間未満の場合 算定基準に規定する短期入所の例による算定単

位数に１００分の２５を乗じた単位数を所定単位数とする。 

（２） 所要時間８時間未満の場合 算定基準に規定する短期入所の例による算定単

位数に１００分の５０を乗じた単位数を所定単位数とする。 

（３） 所要時間８時間以上の場合 算定基準に規定する短期入所の例による算定単

位数に１００分の７５を乗じた単位数を所定単位数とする。 

２ 利用者に対して、その居宅等と事業所との間の送迎（片道）を行った場合は、次に

揚げる単位数を所定単位数に加算する。 
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（１） 居宅等から町内の事業所まで ９３単位 

（２） 居宅等から町外の事業所まで １８６単位 

３ 福岡県立築城特別支援学校への送迎を行った場合は、片道につき１８６単位を所定

単位数に加算する。 

４ 費用の額は、算定基準に基づき厚生労働大臣が定める一単位の単価に定める単価の

例による割合を所定単位数に乗じて得た額とする。 

（利用料） 

第７６条 利用者等が事業者に支払う利用料は、前条の規定により算定された費用の町

民税課税世帯においては１割、町民税非課税世帯及び生活保護法に基づく生活扶助を

受けている世帯においては無料とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる児童が障害者支援施設等において事業を利用

した場合については、利用料は、月額１万円を上限とする。 

（１） 法障害支援区分の区分３に該当する者で、身体障害者手帳１級の児童 

（２） 法障害支援区分の区分３に該当する者で、療育手帳A１かつ行動援護の対象

となる児童 

３ 町長は、災害その他特別な理由があると認めるときは、利用料を猶予し、又はこれ

を減額し、若しくは免除することができるものとする。 

第１４章 身体障害者自動車改造助成事業 

（目的） 

第７７条 身体障害者自動車改造助成事業は、重度身体障害者が自立した生活、社会活

動への参加及び就労に伴い、自らが所有し、運転する自動車を改造する場合、改造に

要する経費を助成することにより、重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、もって

福祉の増進に資することを目的とする。 

（対象者） 

第７８条 自動車改造費の助成を受けることができる者は、町内に居住地を有する障害

者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

（１） 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の規定による身体

障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹

機能障害の１級又は２級の者 

（２） 自動車運転免許（道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第８４条の規定



18/24 

による公安委員会の運転免許（仮免許を除く。）をいう。以下同じ。）証（以下「運

転免許証」という。）を有する者 

（３） 自ら所有し、運転する自動車の操向装置等の一部（別表第４）を改造する必

要があるもの 

（対象経費） 

第７９条 助成対象経費は、操向装置の改造に要する経費とする。 

（助成額） 

第８０条 助成金の額は、補助対象経費の額とし、限度額は１０万円とする。 

（申請） 

第８１条 申請者は、改造を行う前に、身体障害者自動車改造助成金交付申請書（様式

第１５号）に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

（１） 助成対象者の身体障害者手帳の写し 

（２） 運転者の運転免許証の写し（本人が教習のため運転免許取得前である場合を

除く。） 

（３） 自動車検査証の写し（新たに自動車を購入する場合を除く。） 

（４） 改造に要する経費の見積書（装着、改造の箇所及び経費を明らかにしたもの）

の写し 

（５） 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

（決定） 

第８２条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、助成の

可否を決定する。 

２ 町長は、前項の規定により助成の可否を決定したときは、申請者に対して身体障害

者自動車改造助成金交付決定通知書（様式第１６号）又は身体障害者自動車改造助成

却下決定通知書（様式第１６号の２）により通知する。 

（実績報告） 

第８３条 助成金の交付を受けた者は、自動車の改造が完了した後、速やかに身体障害

者自動車改造助成事業実績報告書（様式第１７号）に次に掲げる書類を添えて、町長

に提出しなければならない。 

（１） 自動車改造証明書（様式第１７号の２） 

（２） 改造費明細書の写し 
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（３） 領収書の写し 

（４） 前３号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

（額の確定） 

第８４条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、これを審査し、

助成金の額の確定をする。 

２ 町長は、前項の規定により助成金の額の確定をしたときは、申請者に対して、身体

障害者自動車改造助成金確定通知書（様式第１８号）により通知する。 

（請求） 

第８５条 助成金の確定通知を受けた者は、速やかに身体障害者自動車改造助成金交付

請求書（様式第１９号）により、町長に請求するものとする。 

（交付） 

第８６条 町長は、前条の請求を受けたときは、３０日以内に助成金を交付するものと

する。 

（返還） 

第８７条 町長は、助成金の交付を受けた者が不正に助成を受けたことが明らかになっ

たときは、助成の決定を取り消し、又は既に受けた助成金の全部若しくは一部の返還

を命ずることができる。 

第１５章 訪問入浴サービス事業 

（事業内容） 

第８８条 この事業で行うサービスは、重度身体障害者等の居宅を訪問し、浴槽を提供

して行われる入浴の介助とする。 

（利用対象者） 

第８９条 この事業の利用対象者は、家庭において入浴させることが困難であり、かつ、

町内に居住地を有する者で、次のいずれかに該当するもの（以下「利用対象者」とい

う。）とする。 

（１） 在宅の重度心身障害（児）者 

（２） その他町長が特に必要と認める者 

（事業の実施体制） 

第９０条 この事業を実施しようとする者（以下「サービス提供事業者」という。）は、

次の各号に掲げる体制を整備しなければならない。 
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（１） 従業員の数 

ア サービス提供事業者が、事業を行う事業所（以下「サービス提供事業所」とい

う。）ごとに置くべき訪問入浴サービスの提供に当たる従事者（以下「サービス

提供従事者」という。）の人員数は、次のとおりとする。 

（ア） 看護師又は准看護師（以下「看護職員」という。） １人以上 

（イ） 介護職員 ２人以上 

イ アのサービス提供従事者のうち１人以上は、常勤でなければならない。 

（２） 管理者 サービス提供事業者は、サービス提供事業所ごとに専らその職務に

従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、サービス提供事業所の管

理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は敷地内にある他のサ

ービスを提供する事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

（３） 設備及び備品 サービス提供事業者は、事業の運営を行うために必要な広さ

を有する専用の区画を設けるほか、訪問入浴サービスの提供に必要な浴槽類の設備

及び備品を備えなければならない。 

（サービスの提供日等） 

第９１条 サービスの提供の日時については、サービス提供事業所の営業日時とする。

ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。 

２ サービスの提供は、利用対象者１人につき月１０回以内とする。ただし、町長が特

別の理由があると認めたときは、この限りでない。 

（申請） 

第９２条 申請者は、地域生活支援事業利用申請書（様式第１号）を町長に提出するも

のとする。 

（決定） 

第９３条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用

の可否を地域生活支援事業利用決定（却下）通知書（様式第２号）により申請者に通

知し、利用決定の場合は地域生活支援事業利用券（様式第３号）を交付するものとす

る。 

（変更の届出） 

第９４条 前条の規定により利用の決定を受けた利用者等は、第９２条に規定する申請

の内容に変更が生じたときは、地域生活支援事業利用変更届（様式第４号）を町長に
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提出するものとする。 

（決定の取消し） 

第９５条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第９３条に規定

する決定を取り消すことができる。 

（１） 障害者等が第８９条に規定する対象者でなくなったとき。 

（２） 障害者等が死亡したとき。 

（３） その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。 

２ 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、地域生活支援事業利用取消通知書

（様式第５号）により利用者等に通知するものとする。 

（利用料） 

第９６条 この事業の１回の利用料は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 生活保護世帯の者 無料 

（２） 市町村民税非課税世帯の者 ２００円 

（３） 前各号以外の世帯の者 １回当たり４００円 

２ サービス提供事業者は、利用者の選定により提供される特別な浴槽等に係る費用に

ついては、利用者から受けることができる。 

（委託料） 

第９７条 町長は、サービス提供事業者に対し、この事業１回につき１２，５００円（以

下「委託料」という。）を支払うものとする。 

２ 町長は、サービス提供事業者から委託料の請求があったときは、委託料から前項第

４項の規定により利用者がサービス提供事業者に支払った利用料を控除した額を支

払うものとする。 

３ サービス提供事業者は、請求書に請求内訳書を添付して１月ごとに委託料の請求を

行うものとする。 

第１６章 巡回支援専門員整備事業 

（目的） 

第９８条 保育所等の子どもやその親が集まる施設・場に巡回支援を実施し、障害が「気

になる」段階から支援を行うための体制の整備を図り、もって発達障害児等の福祉の

向上を図ることを目的とする。 

（事業内容） 
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第９９条 発達障害等に関する知識を有する専門員等が、保育所等の子ども及びその親

が集まる施設等への巡回支援を実施し、施設等の支援を担当する職員及び障害児の保

護者等に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行う。 

（実施方法等） 

第１００条 事業の実施にあたっては、次によることとする。 

巡回支援等は、町が作成した巡回支援専門員整備事業活動計画書に基づき行う。 

（１） 施設等の支援を担当する職員や障害児の保護者等に対し、巡回による支援を

基本とするが、その他の方法（面談や講習）による支援も行うことができる。 

（２） ケースに応じて適切な支援に結び付けられるよう、関係機関との連携強化に

努め、専門的な支援の必要がある場合には、専門機関につなぐ等の対応を行う。 

（３） 相談支援体制の充実を図るため、関係機関と情報の共有や引継ぎができるよ

う連携し、継続的な支援を行う環境整備に努める。 

（４） 専門員等事業に関わる者は、各種研修を活用することにより、適切な専門性

を確保する。 

（５） 専門員は、巡回支援等における活動内容を巡回支援専門員整備事業活動報告

書にて報告しなければならない。 

（遵守事項） 

第１０１条 事業に従事する関係職員等は、事業の実施に当たり知り得た情報を外部に

漏らし、又は他の目的に利用してはならない。ただし、関係機関等との連携や相談支

援体制の整備に不可欠な情報については、保護者等の同意書（様式第２０号）を得た

うえで情報の共有や提供を行うことができる。 

第１７章 雑則 

（その他） 

第１０２条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公表の日から施行する。 

附 則（平成２７年１１月４日告示第７０号） 

この告示は、公表の日から施行する。 

附 則（平成２８年４月１日告示第５４号） 

この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 
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附 則（平成２９年３月２９日告示第１８号） 

この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月１８日告示第３０号） 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第３２条、第３９条、第４０条、第４１条、第４２条関係） 

別表第２（第６２条、第６３条関係） 

様式索引 

様式第１号（第２５条、第５０条、第５９条、第７１条、第９２条関係） 

様式第２号（第２６条、第５１条、第６０条、第７２条、第９３条関係） 

様式第３号（第２６条、第５１条、第６０条、第７２条、第９３条関係） 

様式第４号（第２７条、第５２条、第７３条、第９４条関係） 

様式第５号（第２８条、第５３条、第７４条、第９５条関係） 

様式第６号（第３５条関係） 

様式第６号の２（第３５条関係） 

様式第７号（第３６条関係） 

様式第７号の２（第３６条関係） 

様式第８号（第３７条関係） 

様式第８号の２（第３７条関係） 

様式第９号（第３７条関係） 

様式第９号の２（第３７条関係） 

様式第１０号（第３７条関係） 

様式第１０号の２（第３７条関係） 

様式第１１号（第４５条関係） 

様式第１２号（第６５条関係） 

様式第１３号（第６６条関係） 

様式第１４号（第６７条関係） 

様式第１５号（第８１条関係） 

様式第１６号（第８２条関係） 

様式第１６号その２（第８２条関係） 
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様式第１７号（第８３条関係） 

様式第１７号の２（第８３条関係） 

様式第１８号（第８４条関係） 

様式第１９号（第８５条関係） 

様式第２０号（第１０１条関係） 

 


